
岩手県医療局管理規程第11号 

 医療局企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年12月23日 

岩手県医療局長 小 原 重 幸  

   医療局企業職員給与規程の一部を改正する規程 

 医療局企業職員給与規程（昭和35年岩手県医療局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （初任給調整手当）  （初任給調整手当） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 初任給調整手当の額は、月額316,400円の範囲内で医療局

長が定める額とする。 

２ 初任給調整手当の額は、月額325,800円の範囲内で医療局

長が定める額とする。 

 （宿日直手当）  （宿日直手当） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 常時その庁舎の一部に居住し、交代制によらず宿直勤務に

服する場合の宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、

勤務１回につき、別表第５のとおりとする。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 職員の

区分 

 職務の級 ７ 級   職員の

区分 

 職務の級 ７ 級  

 号 給 給料月額   号 給 給料月額  

 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円  

 １ 420,000   １ 432,200  

 ２ 422,200   ２ 434,400  

 ３ 424,400   ３ 436,600  

 ４ 426,500   ４ 438,700  

        

 ５ 428,500   ５ 440,700  

 ６ 430,400   ６ 442,600  

 ７ 432,200   ７ 444,400  

 ８ 434,100   ８ 446,300  

        

 ９ 435,800   ９ 448,000  

 10 437,400   10 449,600  

 11 439,200   11 451,500  

 12 440,800   12 453,100  

        

 13 442,100   13 454,400  

 14 443,400   14 455,700  

 15 445,000   15 457,300  

 16 446,500   16 458,900  



        

 17 448,200   17 460,600  

 18 449,800   18 462,200  

 19 451,300   19 463,800  

 20 452,700   20 465,200  

        

  21 453,800    21 466,300  

  22 455,100    22 467,600  

  23 456,400    23 468,900  

  24 457,800    24 470,400  

          

  25 458,800    25 471,400  

  26 459,500    26 472,000  

  27 460,300    27 472,700  

  28 460,900    28 473,300  

          

  29 461,900    29 474,300  

  30 462,600    30 475,000  

  31 463,400    31 475,800  

  32 464,200    32 476,600  

          

  33 464,900    33 477,300  

  34 465,600    34 478,000  

  35 466,300    35 478,700  

  36 467,100    36 479,500  

          

  37 467,900    37 480,300  

  38 468,700    38 481,100  

  39 469,400    39 481,800  

  40 470,100    40 482,500  

          

  41 470,900    41 483,300  

 定年前  基準給料月額   定年前  基準給料月額  

 再任用

短時間

勤務職

員 

 

円 

 

379,900 

 

  再任用

短時間

勤務職

員 

 

 

 

 

円 

 

392,300 

 

 

別表第４（第７条関係） 別表第４（第７条関係） 

 職種別 手当の額   職種別 手当の額  

 医師 21,000円   医師 22,500円  



 その他の企業職員 6,100円   その他の企業職員 6,400円  

 ［略］  ［略］ 

別表第５（第７条関係）  

 職種別 手当の額   

 医師 1,650円  

 その他の企業職員 390円  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、令和７年12月23日から施行し、この規程による改正後の医療局企業職員給与規程第４条、別表第１及び別表第４の

規定は、同年４月１日から適用する。 
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